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調査研究の目的 

本研究は、法律学から考えられうる WLB を、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカの

主要 4 カ国における WLB 政策と日本のそれとを比較検討することを通じて明らかにするこ

とを目的とする。ただし、本年度は中間的な報告にとどまるため、本報告書は、各国におけ

る WLB 政策の現状や国家のスタンスを描き出すことに主眼を置いている。 
 

調査研究の方法と対象 

比較法研究を行う理由は、諸外国における WLB 政策の近時の状況をアップ・トゥ・デイ

トなものにすること、諸外国の経験から、日本において WLB を実現していくための法的規

制のあり方や手法について手がかりを得ていくことである。 
比較法研究においては、日本の政策を概観して得た事項を踏まえ、１．休暇・休業及びそ

れらにかかる(それらと一体の)手当、２．労働時間 (1) 長時間労働規制 (2) 弾力的労働時間

制度、３．柔軟な働き方 (1) パートタイム（短時間）勤務 (2) ジョブ・シェアリング (3) 派
遣労働 (4) 在宅勤務 (5) 有期契約、４．経済的支援（社会保障や税制上の措置を含む。）、

５．差別禁止（全体像並びに性差別及び非正規差別）、６．妊娠・出産保護（母体保護）、７．

保育サービス (1) 公的サービス (2) 民間サービス、８．その他 (1) 配転 (2) 労使団体、

NPO/NGO、企業による取組み (3) 能力開発、就業促進支援を具体的検討事項とした。 
 

調査研究結果の概要 

１ 日本の WLB 政策の現状と歴史 
(1) 現状   
WLB にかかわる政府の主な文書を見ると、ⅰ）WLB の定義については、いずれも概ね、

仕事と生活の調和を挙げ、働く人々全般の生活を指していると思われる。また、ライフステ
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ージに応じた生活状況も想定されている。 
 ⅱ）WLB を目指す背景や目的、期待される効果については、ミクロには、働く人々個々

人の生活と仕事との調和を図るべきことが述べられている。マクロレベルの問題としては、

少子高齢化社会における人口減少への歯止め、労働力の確保、企業競争力の確保、持続可能

な経済社会に向けての基盤の整備といったことが挙げられている。加えて、企業の側の側面

に着目してみると、多様な人材の維持・確保や、それを通じた生産性の向上、企業競争力の

維持・強化、といったことが掲げられている。 
ⅲ）WLB のための具体的施策について見ると、頻繁に取り上げられている事項は、① 労

働時間、② 就業場所、③ 差別禁止・公正処遇、④ (出産・)育児・保育及び所得保障又は費

用負担軽減、⑤ (女性・若年・高齢者に対する)能力開発・就業支援促進、⑥ 税・社会保険(の
中立性)であり、これらが中心的問題であると言えそうである。 

これらの事項について、男女や年齢など属性別で考えてみると、各事項のすべてがかかわ

り、明確には分類できないものの、強いて分けると、おおよそ、上記①のうち、時短につい

ては、主に青年・壮年期男性にかかわる問題であるが、①のうち後者の柔軟化と、②～⑥ま

では、事実として家庭責任を負っていることが多い女性の問題として、また、③⑤は高齢者

の問題として、⑤は若年者の問題としても理解されていると考えられる。すると、WLB に

かかわる個別問題の多くは、働く男女、特に女性の職業生活と家庭生活の両立の問題である

という仮説が成り立つ。 
(2) 歴史    
日本の WLB 政策において、当初は職業生活と家庭生活の問題として男女の機会均等政策

の片方の車輪として政策的に取り上げられていたこと、次いで、少子化対策の流れの中で育

児と仕事の両立支援がクローズアップされ加えられたこと、この過程で男女の働き方の見直

しや多様な働き方の実現が取り上げられ加えられたこと、さらに後には若年者や高齢者の雇

用労働問題等が社会問題化してきたことから、これらの問題も含めて議論されてきたことを

確認できる。すると、先の仮説は政策史の概観を通じて証明できる。 
ただ、現実の WLB とは、少子化対策や多様な就業形態の選択可能性、若年者や高齢者、

さらには未婚者の生活と仕事の両立等の問題であるということもまた事実である。したがっ

て、WLB 政策の全体像とは、女性労働問題を中核としつつも、その外延が広がりを持つ雇

用労働問題の総体とでもいうべき多面的な側面を有し、また、さまざまな社会的及び法規範

的価値を包み込むものであると言える。 
２ 諸外国の WLB 政策の比較 
 個別事項の比較については、後掲、概要表サマリー版を参照。以下は、各国 WLB 政策の

総体的な特徴等比較である。 
 (1) WLB にかかる国のスタンスと特徴   

WLB にかかわる総体的な政策を国として掲げている国はドイツとイギリスである。それ
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らの国の政策では家族が対象とされており、働く男女が家族的責任を果たし得るようにする

ための休暇・休業及び経済的保障や保育サービスといった、特に子の養育の問題と仕事との

両立が中心となっている。フランスは、伝統的に家族政策に対して積極的である反面、明示

的な WLB 政策を打ち出しているわけではない。しかし、フランスでは、ドイツやイギリス

と同じように家族を対象として WLB をめぐる個別政策を採っている。また、アメリカでは、

連邦政府としての明確な政策的取組みはないものの、少なくとも連邦議会のレベルでは、働

く家族と仕事の両立支援に向けた取組みを行うべきであるとの認識が見られる。このように、

検討対象の各国については、WLB 政策とは実質的に家族にかかわる政策であると言える。 
(2) WLB にかかる国のスタンスの具体的制度とのかかわり 
各国における WLB にかかわる個別の法制度は、必ずしも WLB にかかわるものとして新

たに措置されているわけではなく、既存の制度を活用して行われている場合が多い。したが

って、WLB にかかわる個別の法制度は、結果的に WLB に寄与していると評価しうる場合も

ある。加えて、WLB にかかわる個別の法制度が存在しているからといって、必ずしも国家

的統一的施策が存在しているわけではない。したがって、WLB にかかる国家的総体的政策

の有無が、必ずしも直ちに WLB にかかわる個別の法制度の有無やあり方に直結しているわ

けではないと言える。むしろ、国が労働(市場)に着目して、どのような理由で、どのように

介入しようとしている（していた）かが、WLB にかかわる政策としての個別制度の在りよ

うを形成していると言える。このように見てくると、日本の WLB 政策に沿って各国の法制

度やその他の政策を見た場合、検討した各国では、必ずしも体系的統一的に、かつ法的にも、

明確な規範的価値の体現という形で WLB 政策が実施されているわけではないと言えそうで

ある。 
 (3) 国による WLB 政策の中核と構造 

国によって方向性は異なるとはいえ、長期的な国の在り方を考えるとき、労働力である国

民とそれを支える家族や家庭、労働力の再生産と良質な労働力の育成という観点は、国の生

産性や経済成長、また、安定的な国際競争力の確保という問題にとっては不可欠のものであ

ることから、これらを実現可能なものとしていくための目前にある対処すべき課題として

WLB は捉えられているように思われる。先のような観点を考えるとき、現在の生産性等を

維持しながら国の長期展望を考えていくためには、どうしても現在の家族・家庭や労働市場

が抱える問題を無視することはできないため、仕事と家庭・家族の両立、とりわけ、貴重な

労働力としての女性の能力発揮と、そのための性別役割分業の変革、性差別の禁止、育児等

休業の保障、その間の経済的保障、また、男性も家族的責任を果たしうる社会的環境を整え

ること（労働時間規制、柔軟な働き方の保障、保育サービスの提供など）が極めて重要な政

策課題となってくると考えられる。このような視角から見れば、総体的な WLB 政策の中核

は、これまでは、むしろ女性に対する差別禁止と、それとペアで車の両輪を形作る育児等休

業の保障及びその間の経済的保障こそ、これに当たるものと考えることができるだろう。す
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ると、これら以外の問題、つまり、年齢差別禁止法制や就業促進等労働市場政策は、相対的

に WLB 政策の周辺的な問題として、また、新たな問題として位置付けられるということに

なる。このように、WLB にかかる総体的政策は段階的重層構造をなしており、同時に、全

体的に見て多様な視点を含む極めて多面的なものであると理解できると考えられる。そして、

全体を指して「広義の WLB」と呼ぶことができよう。一方、先に述べた女性労働、とりわ

け差別禁止や育児責任等の観点は「狭義の WLB」と言うことができるだろう。 
３ 検討 

各国における総体的な WLB 政策との対比で、日本の WLB 政策の特徴や位置付けを描き

出し、その上で、日本の WLB 政策の法規範的根拠を見究めようとする。なお、以下の見解

は必ずしも研究会メンバー全員の共通認識ではない。 
(1) 日本と諸外国との若干の比較 
日本は WLB 憲章という形で明確な政策を掲げている点、また、社会経済のさまざまな変

化に対応しつつ持続可能な経済社会を構築していくための手段として WLB を位置付けてい

る点で、ドイツに近いと考えられる。ドイツ、フランス、イギリス、アメリカにおいては、

WLB 政策の明確さ（目に見える形で政策を掲げていること）や具体的施策への結実という

点で大きな違いはあるものも、いずれの国も家族を中心とした政策を志向しているとの評価

が可能であろう。他方、日本では、家族よりもむしろ、雇用労働者全般、加えて近時では、

働く人々全般を対象とした議論が展開されている。したがって、日本の WLB 政策は、包括

性があるという意味で諸外国と大きく異なるという特徴があると言える。 
WLB という考え方に基づく政策は、現代社会においてさまざまな要因の下にさまざまに

生起する社会政策的問題に対して政策対応が可能であると考えられることから、大きな利点

を有すると思われる。しかし、日本の WLB 政策が包括性を有することが、他国に比して優

れていることを必ずしも意味するわけではない。すなわち、WLB 政策のフォーカスがぼや

け、国として何をどのようにして目指すのかが曖昧になりうるという問題も考えられる。例

えば、WLB 政策が広く国民に向けて発信されているにもかかわらず、受け手の国民の側が

国の明確な意図を理解しにくい状況を生み、かえって、何についてどのような形で行動すれ

ばよいのか混乱を招きかねないうえ、不透明な社会的規範しか受け取ることができないので

はないかという懸念も生じさせよう。また、限りある政策資源の投入の点で、相対的に重要

ではないかと思われる事項が、他の事項に比べて劣後した位置付けを与えられてしまうとい

う懸念も考えられなくはない。 
とはいえ、上述のように現在の WLB とは、女性に対する差別禁止と男女双方が家庭・家

族責任を果たせるようにするということがペアになっている「狭義の WLB」と、働く人々

全般を対象とした仕事と生活の調和という「広義の WLB」で構成されていると考えられる。

特に近年では、未婚者や子供を有しない夫婦、若年や高齢といった年齢にかかわりなく、働

く人すべてに向けて仕事と生活の調和が重要な政策的課題とされていることもまた、確かな
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事実である。 
そこで、「狭義の WLB」を中核としつつも、「広義の WLB」にも目を向けながら、日本の

WLB 政策が有する法規範的根拠を明確にすることが、先のような問題を乗り越える試みと

して意識される必要が生じるのではないかと思われる。このような検討は、法政策的には将

来の WLB 議論への貢献が期待されうるであろう。 
(2) 日本の WLB 政策の法規範的根拠 
伝統的な雇用労働法は、憲法 25 条の理念が反映されている同 27 条に基づいて措置されて

きた。したがって、国家が強行法規など強力な法的手法を用いて労働者を保護していくため

には、雇用労働の場面すなわち職場において、生存権とのかかわりが特に深い労働条件事項

について、経済的側面などにおいて労働者よりも強い立場にある企業・事業主によって不利

益を受けうるような問題に限られていると言える。加えて、憲法上承認されている人権や平

等といった基本的人権にかかわる問題についても、これが職場において、特に労働条件事項

と関係がある場合、法律制度を通じて国家が介入し、労働者を保護していく規範的根拠とな

りうる。 
しかし、WLB 政策における働く人々の「仕事」以外の「生活」上の問題は、総じて完全

に私的な事柄であり、「何を」「どのように」「するか」・「しないか」という選択判断は、企業

や事業主とは無縁な完全に個人の自由の領域に属する事柄である。ボランティアや地域活動

と同様に、妊娠・出産・育児・介護といった再生産活動も、個人の選択判断に委ねられてい

るという意味では同次元の問題である。したがって、働く人々の私「生活」上の問題につい

て、国は法律制度をもって介入することに極めて禁欲的でなければならないと考えられる。

したがって、私「生活」が「仕事」の影響によって「調和」を欠くと考えられる場合であっ

ても、私「生活」とかかわりがある「仕事」の場面での問題について、国が直ちに何らかの

法的規制を行うべきであると考えることはできないということになる。 
では、WLB 政策は何を規範的根拠としていると考えるべきか。日本の政策史や諸外国の

WLB 政策を通覧した結果から考えられるように、その核心は、女性の能力発揮を妨げる雇

用における差別の是正と、女性が現在でも事実上多くを負っている育児等家庭・家族責任と

仕事との調和であると評価できよう。したがって、WLB 政策の法規範的契機及び根拠は、

憲法 14 条 1 項にいう「男女平等」ないし「性差別禁止」であると解される。加えて、実態

を踏まえた政策の経緯などから考えれば、平等・差別禁止をサポートする育児等家族責任と

の両立支援が、補完的に憲法 14 条 1 項における法の下の平等規定に含まれていると読み込

むことも可能と考えられる。すると、法規範的価値に基づいて政策的に非常に重要な位置づ

けを与えられる WLB 政策とは、「狭義の WLB」、すなわち差別禁止ないし男女平等と育児等

家庭責任ということになる。 
しかし、身体的物理的に労働から解放される状態を可能としなければ、働く人々は家庭・

家族責任を果たすことができないため、長時間労働を削減したり、育児介護以外の休暇・休
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業が保障される必要がある。だが、これらの問題は、法規範的には、狭義の WLB とは異な

り、男女平等が契機となるわけではなく、従来どおり、憲法 27 条 2 項に基づく労働基準法

など一般的労働条件規制にかかわる問題であると認識される必要がある。したがって、基本

的には、生存権に根ざした規制である。 
この点、近時の雇用労働法理論の発展に目を向けてみると、憲法 13 条論議が非常に重要

な役割を果たすように思われる。一つには、個別具体的な権利性が認められていないとして

も、一般的な幸福追求権に考慮を払った政策判断が求められるという点で、憲法 13 条は WLB
政策にとって重要な位置づけが与えられるように思われる。また、私「生活」に関して真に

自律的な選択判断を可能にできるようにすることと表裏の関係で、「仕事」の面でも自己決定

できるようにすること、すなわち憲法 13 条に基づく自己決定可能な政策も重要であると考

えられる。 
すると、「広義の WLB」にかかわる問題は、憲法 14 条 1 項に基づく平等原則を補完する

という意義においての憲法 27 条 2 項と 13 条によって実現が目指されるべきであろう。 
このように考えてくると、WLB 政策の法規範的根拠としては、平等原則を定める憲法 14

条 1 項を中心に、補完的に、伝統的な労働条件規制根拠である憲法 27 条 2 項（また、その

根底にある憲法 25 条）、加えて憲法 13 条であると考えられよう。また、法規範的根拠に埋

め込まれている価値を WLB の実現に向けた具体現実の実体法規制としていくためには、関

連する法制度間の有機的連携が図られていく必要があると考えられる。 
さらに、WLB 政策を上位から下位に降りてみると、国家戦略 → 法規範的論拠(に基づく

事項) → 個別具体的法規 → 労働契約(就業規則) → 労働契約の運用、という階層構造が見

られることになるが、職場における WLB を政策として行っていく場合、最下層である労働

契約の運用の場面で問題となる。このことから、例えば一般的労働条件の底上げ規制につい

て考えていくには、労働契約にかかる規制についても同時に考えていく必要があるというこ

とになる。 

 
報告書の構成（もくじ（抄）） 

研究の概要 
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Ⅰ 研究の趣旨・目的 
Ⅱ 日本の WLB 政策の現状と歴史 
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年） 
「2008 年労働政策研究会議報告・ワーク・ライフ・バランス（WLB）の現状と課題【パネ

ルディスカッション・討議概要】」日本労働研究雑誌 583 号（2009 年） 
和田肇「業務命令権と労働者の生活権」日本労働法学会編『講座 21 世紀の労働法 第 7 巻 健

康・安全と家庭生活』（有斐閣、2000 年） 
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1 
 

諸
外
国
に
お
け
る

WL
B
に
か
か
わ
る
法
制
度
等
の
概
要
表
＜
中
間
報
告
書
＞
サ
マ
リ
ー
版
 

 
ド
イ
ツ
 

フ
ラ
ン
ス
 

イ
ギ
リ
ス
 

ア
メ
リ
カ
 

１
．
休
暇
・
休
業
及
び
手
当
 

 
 

 
 

 
(1

) 
年
次
有
給
休
暇

 
・
労
働
者
及
び
労
働
者
類
似
の
者
に
契
約
関

係
6
カ
月
間
の
存
続
に
よ
り
暦
年
で

低
24

週
日
の
休
暇
を
保
障
。

 
・
休
暇
時
期
設
定
に
当
た
り
、
使
用
者
は
労

働
者
の
希
望
を
考
慮
す
る
必
要
。

 
・
連
続
付
与
が
基
本
だ
が
、
分
割
す
る
場
合

で
も

低
12

週
日
の
連
続
付
与
義
務
。

・
同
一
使
用
者
の
下
で

低
10

日
間
の
実
労

働
に
等
し
い
労
働
を
行
っ
た
場
合
、

1
労
働

月
当
た
り

2
日
半
の
年
休
権
が
発
生
し
、

休
暇
日
数
は

30
日
を
超
え
な
い
と
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、

30
日
＋
週
休
日
で

5
週
間
の
休
暇
を
保
障
。

 

・
適
用
対
象
は

w
or

ke
r（

一
定
の
自
営
業

者
を
含
む
。）
。

 
・
年
間

4
週
間
の
休
暇
を
保
障
。

 
・
退
職
の
場
合
を
除
き
手
当
に
代
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

 

・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
な
お
、
使
用
者
（
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
）
又
は
協
約
に
基
づ

く
任
意
の
定
め
は
あ
る
（
勤
続
年
数

に
応
じ
た
日
数
逓
増
付
与
）。

 

(2
) 
育
児
介
護
休
業

 
【
出
産
休
暇
】

 
・
産
前

6
週
間
産
後

8
週
間
の
就
労
禁

止
。

 
・
医
師
の
証
明
書
に
よ
り
母
子
の
生
命
及

び
健
康
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
、禁

止
期
間
の
前
で
あ
っ
て
も
就
労

は
禁
止
。

 
・
妊
婦
で
あ
る
労
働
者
が
積
極
的
に
就
労

意
思
を
主
張
し
た
場
合
、就

労
は
許
さ

れ
る
が
、こ

の
主
張
は
い
つ
で
も
撤
回

可
能
。

 
・
出
産
後
の

初
の

1
ヵ
月
間
に
、
医
師

の
証
明
書
に
よ
り
就
労
能
力
が
完
全

で
は
な
い
と
さ
れ
た
女
性
は
、出

産
後

の
就
労
禁
止
期
間
の
終
了
後
、そ

の
能

力
を
超
え
て
労
働
に
協
力
さ
せ
ら
れ

て
は
な
ら
な
い
と
規
定
。

 
【
両
親
時
間
】

 
・
子
供
が
同
一
世
帯
で
生
活
し
、
そ
の
子

を
養
育
・
世
話
す
る
被
用
者
に
は
、
子

が
満

3歳
に
な
る
ま
で
合
計

36
か
月

分
の
育
児
休
業
請
求
権
が
あ
る
。

 
・
使
用
者
の
同
意
を
得
て
、

1
年
ま
で
は

【
出
産
休
暇
】

 
・
産
前

2
週
間
産
後

6
週
間
を
含
む
計

8
週
間
の
就
労
禁
止
。

 
・
出
産
に
か
か
る
医
療
費
は
出
産
保
険
で

カ
バ
ー
。
加
入
期
間

10
カ
月
の
被
保
険

者
で
あ
る
こ
と
、8

00
時
間
の
就
労
又
は

低
賃
金
の

20
30

倍
に
等
し
い
保
険

料
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
、

低
8
週

間
労
働
を
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
要
件

に
給
付
が
な
さ
れ
る
。
保
険
料
は
、
賃

金
の

12
.8

%
が
使
用
者
、
0.

75
%
が
労
働

者
の
負
担
。

 
【
父
親
休
暇
】

 
・
普
通
出
産
の
場
合

長
11

日
、
多
胎
出

産
の
場
合

長
18

日
。
分
割
不
可
。

 
・
加
入
期
間

10
カ
月
、

6
カ
月
間
に
少
な

く
と
も

低
賃
金
の

10
50

倍
に
等
し

い
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
又
は

3
か
月
か

90
日
の
間
に
少
な
く
と
も

20
0
時
間
就
労
し
て
い
る
こ
と
、全

て
の

雇
用
労
働
を
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
要

件
に
給
付
が
な
さ
れ
る
。
手
取
基
礎
日

額
全
額
保
障
。

 

【
出
産
休
暇
】

 
【
休
暇
】

52
週
間
。
出
産
予
定
日

11
週
間

前
か
ら
取
得
可
能
。
産
後

2
週
間
（
工
場

勤
務
の
場
合
は

4
週
間
）
は
強
制
休
業
期

間
。

em
pl

oy
ee

で
あ
る
こ
と
が
要
件
。

休
暇
中
、
休
暇
を
取
得
し
な
け
れ
ば
適
用

さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
契
約
上
の
利
益

（
報
酬
を
除
く
。）

を
得
る
権
利
。
休
暇

終
了
時
、
休
暇
前
に
就
い
て
い
た
職
と
同

じ
職
に
、
休
暇
を
取
得
し
な
か
っ
た
場
合

と
同
様
の
条
件
で
復
帰
す
る
権
利
。

 
【
給
付
】

39
週
間
の
法
定
出
産
給
付
。

初
の

6週
間
に
つ
き
平
均
賃
金
の

90
％
、

後
の

33
週
間
に
つ
き
週
￡

12
3.

06
も
し

く
は
平
均
賃
金
の

90
％
の
低
い
方
。
出

産
予
定
週
か
ら
数
え
て

15
週
間
目
に
入

る
ま
で
に

26
週
間
の
継
続
雇
用
が
あ

り
、
週
給
￡

95
も
し
く
は
月
給
￡

41
2

以
上
の
収
入
が
あ
る
こ
と
が
要
件
。

 
【
父
親
休
暇
】

 
【
休
暇
】
出
生
：
出
生
か
ら

56
日
間
以
内

に
連
続
し
た

1週
間
も
し
く
は

2週
間
の

い
ず
れ
か

1
回
の
み
。
出
産
予
定
週
か
ら

・
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
家
族
医
療
休
暇

法
、
州
レ
ベ
ル
で
も
、
類
似
の
休
暇

法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

 
・
連
邦
法
で
は
、
従
業
員
数

50
人
以
上

の
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
者
が
年
間

12
50

時
間
就
労
し
た
場
合
に

12
か

月
で

12
週
間
の
無
給
休
暇
を
付
与
。

な
お
、
州
に
よ
っ
て
は
連
邦
法
よ
り

低
い
資
格
要
件
を
設
定
。

 
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ

ー
ジ
ー
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の

3
州
で
は
、

既
存
の
労
働
不
能
保
険
の
一
部
と
し

て
、
育
児
休
暇
保
険
制
度
（
保
険
料

は
全
額
労
働
者
拠
出
）
を
創
設
し
て

い
る
。
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2 
 

子
が
満

8
歳
に
な
る
ま
で
繰
り
延
べ

可
能
。

 
・
両
親
の
分
担
取
得
、
両
親
い
ず
れ
か
の

単
独
ま
た
は
同
時
取
得
が
可
能
。

 
・
期
間
中
、
使
用
者
の
同
意
を
得
て
、
週

30
時
間
以
内
の
就
労
が
可
能
。

 
【
両
親
手
当
】

 
・
基
本
支
給
月
額
は
、

€1
80

0
を
上
限

と
す
る
子
の
出
生
前
の
平
均
賃
金
の

67
%
（

低
€3

00
）。

 
・
特
例
に
よ
り
、

 
・
低
所
得
者
、
多
胎
児
出
生
、
兄
弟
姉

妹
が
い
る
場
合
な
ど
に
は
加
算
さ

れ
る
。

 
・
無
所
得
者
・
低
所
得
者
に
は

低
額

が
保
障
さ
れ
る
。

 
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
業
の
場
合
は
再
算

定
さ
れ
る
。

 
・
所
得
制
限
な
し
。

 
・

長
受
給
期
間

14
か
月
（
片
方
の
親

は
長

12
か
月
で
、
も
う
一
方
の
親

が
休
業
す
る
場
合
に

14
か
月
の
受
給

が
可
能
。）
。

 
・
費
用
は
連
邦
政
府
が
負
担
。

 

【
育
児
親
休
暇
】

 
・

低
1
年
の
勤
続
年
数
あ
る
労
働
者
が

取
得
可
能
。

 
・
労
働
契
約
停
止
型
（
終
日
休
暇
タ
イ
プ
）

と
短
時
間
労
働
タ
イ
プ
の

2
種
。

 
・

長
で
子
の

3
歳
の
誕
生
日
に
終
了
（

長
1
年
間
を

2
回
更
新
可
）。

 
・
子
に
重
大
な
疾
病
、
事
故
、
障
害
が
あ

る
場
合
は

長
1
年
延
長
可
。

 
・
復
職
後
、
職
業
教
育
を
受
け
る
権
利
あ

り
。

 
【
子
供
の
病
気
等
の
た
め
の
休
暇
】

 
・

16
歳
未
満
の
子
が
診
断
書
で
証
明
さ
れ

る
疾
病
・
事
故
の
場
合
に

1
年
に
つ
き

長
3
日
の
無
給
休
暇
取
得
可
。

 
・
子
が

1
歳
未
満
又
は

16
歳
未
満
の
子
が

3
人
以
上
の
場
合
は

長
5
日
。

 
【
親
付
添
休
暇
】

 
・
扶
養
す
る
子
が
重
大
な
疾
病
、
事
故
、

障
害
に
よ
り
付
添
を
必
要
と
す
る
場
合

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
す
る
権
利
。

 
・
労
働
契
約
停
止
型
の
選
択
も
可
能
で
、

当
初
は

長
4
か
月
。

 

数
え
て

15
週
目
に
入
る
ま
で
に

26
週

間
の
継
続
雇
用
が
あ
り
、
子
の
生
物
学
上

の
父
親
も
し
く
は
子
の
母
親
の
夫
・
パ
ー

ト
ナ
ー
（
同
性
含
む
。）

で
あ
る
「
被
用

者
」
で
あ
る
こ
と
が
要
件
。
ま
た
、
子
の

養
育
責
任
を
負
う
予
定
も
し
く
は
負
っ

て
い
る
必
要
が
あ
る
。
休
暇
中
の
権
利
、

休
暇
終
了
後
の
復
帰
、
等
は
、
出
産
休
暇

と
同
じ
。

 
【
給
付
】

長
2
週
間
の
法
定
父
親
給
付
。

週
￡

12
3.

06
も
し
く
は
平
均
賃
金
の

90
％
の
低
い
方
。父

親
休
暇
取
得
の
要
件

に
加
え
、
直
近

8
週
間
の
週
給
が
一
定
額

を
下
回
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
要
件
。

 
【
親
休
暇
】

1
人
の
子
に
つ
き

5
歳
に
な
る

ま
で

13
週
間
。

1
人
の
子
に
つ
き

1
年

間
当
た
り

長
4
週
間
で
、
単
位
は

1
週
間
。

1
年
間
の
継
続
雇
用
要
件
あ
り
。

給
付
な
し
。

 
【
被
扶
養
者
の
た
め
の
タ
イ
ム
・
オ
フ
】
被

扶
養
者
の
負
傷
、
疾
病
、
出
産
、
事
件
・

事
故
へ
の
巻
き
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
ケ
ア

の
手
配
等
へ
の
対
処
の
た
め
に
、
労
働
時

間
中
に
合
理
的
長
さ
の
タ
イ
ム
・
オ
フ
を

取
る
権
利
。
被
扶
養
者
は
、
被
用
者
の
配

偶
者
、
子
、
親
、
一
定
の
同
一
世
帯
居
住

者
。・

継
続
雇
用
要
件
な
し
。
給
付
な
し
。

２
．
労
働
時
間
 

 
 

 
 

 
(1

) 
長
時
間
労
働
規
制

 
【
労
働
時
間
】

 
・

1
日

8
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
6
カ
月
間
平
均
で

8
時
間
を
超
え

な
け
れ
ば

1日
10

時
間
ま
で
延
長
が
可

能
。
労
働
協
約
又
は
労
働
協
約
に
基
づ

【
週
法
定
労
働
時
間
】

 
・

35
時
間

 
・

長
労
働
時
間
規
制
は
週
平
均

長
労
働
時

間
（
継
続

12
週
平
均
で
週

44
時
間
）。

部

門
別
協
約
・
協
定
締
結
後
の
デ
ク
レ
に
よ
り

【
労
働
時
間
】

 
・

17
週
の
基
準
期
間
中
、
時
間
外
労
働
を

含
め
て
各
週
平
均

48
時
間
以
上
労
働
し

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
使
用
者
は
あ
ら

ゆ
る
合
理
的
な
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば

・
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
公
正
労
働
基
準

法
が
、週

40
時
間
を
超
え
る
労
働
に

対
し
て

1.
5
倍
の
割
増
賃
金
の
支
払

い
を
義
務
付
け
（
間
接
規
制
。
純
粋

な
長
時
間
労
働
規
制
で
は
な
い
。）
。
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3 
 

く
事
業
所
協
定
あ
る
い
は
個
別
契
約
に

よ
っ
て
、
1
日

8
時
間
労
働
規
制
を
適
用

除
外
と
す
る
こ
と
も
可
能
。

 
・
日
曜
日
及
び
法
定
祝
祭
日
は

0
時
か
ら

24
時
ま
で
就
労
不
可
。

 
【
時
間
外
労
働
】

 
・
時
間
外
労
働
は
「
特
別
な
場
合
の
例
外
」

（
非
常
時
、
監
督
官
庁
の
許
可
を
受
け

た
場
合
）
に
認
め
ら
れ
る
。

 
・
労
働
協
約
に
よ
っ
て

1
年
間
に

60
日
を

高
限
度
と
し
て

1
日
の
労
働
時
間
を

10
時
間
ま
で
延
長
す
る
場
合
、
時
間
外

労
働
が
可
能
。

 
【
休
憩
時
間
】

 
・
使
用
者
は
労
働
時
間
の
長
さ
に
応
じ
て

予
め
決
め
ら
れ
た
休
憩
時
間
を
労
働
者

に
与
え
る
義
務
。

 
・
休
憩
時
間
は
少
な
く
と
も

15
分
毎
に
分

割
取
得
可
能
（

低
分
割
時
間
）。

 
・
使
用
者
は
、
労
働
時
間
が

6
時
間
を
超

え
る
場
合
に
労
働
者
を
休
憩
時
間
な
し

に
雇
用
し
て
は
な
ら
な
い
（

長
連
続

労
働
時
間
）。

 
【
休
息
時
間
】

 
・
労
働
時
間
の
終
了
か
ら
次
の
日
の
開
始

ま
で
の
間
に

低
11

時
間
の
休
息
時
間

を
置
く
べ
き
こ
と
を
法
定
。

 
【
深
夜
・
交
替
労
働
】

 
・
深
夜
・
交
替
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、

労
働
科
学
に
よ
り
人
間
ら
し
い
労
働
の

形
成
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
知
見
に

従
い
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
・
深
夜
労
働
が
労
働
者
の
健
康
に
害
を
及

週
平
均

46
時
間
を
超
え
な
い
と
定
め
ら
れ

る
場
合
、
特
定
の
部
門
・
区
域
・
企
業
で
一

定
期
間
労
働
時
間
の
超
過
が
認
め
ら
れ
る

場
合
、
上
限
は

46
時
間

 
・
週
絶
対
的

長
労
働
時
間
（

48
時
間
）。

業

務
量
が
一
時
的
に
以
上
に
増
加
す
る
場
合
、

週
60

時
間
が
上
限
。

 
【
一
日
の
法
定
労
働
時
間
】

 
・

10
時
間
。
た
だ
し
、
デ
ク
レ
に
定
め
ら
れ

た
条
件
を
満
た
す
非
典
型
協
定
に
よ
り
変

更
可
能
。

 
・
拡
張
適
用
さ
れ
た
部
門
別
協
定
、企

業
協
定
、

事
業
所
協
定
に
よ
り

長
12

時
間
ま
で
延

長
可
。

 
【
休
日
・
休
息
時
間
】

 
・
原
則
と
し
て
、
同
一
の
労
働
者
を

1
週
に

つ
き

6
日
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。

 
・
与
え
ら
れ
る
週
休
日
は
少
な
く
と
も

24
時

間
。

 
・
日
々
の
労
働
の
後
、
連
続
し
て

低
11

時

間
、労

働
か
ら
離
れ
る
休
息
時
間
が
与
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
【
深
夜
労
働
】

 
・

21
時
か
ら

6
時
ま
で
。

 
・
深
夜
労
働
は

8
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。

 
・
深
夜
労
働
が
一
定
の
週
に
集
中
す
る
場
合
は

40
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

 
・
深
夜
労
働
が
緊
急
に
生
じ
た
家
族
に
か
か
る

義
務
と
両
立
し
え
な
い
と
き
、労

働
者
は
深

夜
労
働
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
（
解
雇
事

由
と
な
ら
な
い
。）
、
ま
た
、
日
勤
へ
の
配
置

な
ら
な
い
。

 
・
た
だ
し
、
労
働
者
は
使
用
者
と
規
制
を
適

用
除
外
す
る
「
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
」
の
合

意
（
書
面
）
が
可
能
。

 
【
休
日
・
休
息
時
間
】

 
・

24
時
間
ご
と
に
連
続
し
た

11
時
間
以
上

の
休
息
時
間
を
取
る
権
利
を
保
障
。

 
・

7
日
間
ご
と
に

24
時
間
以
上
の
中
断
さ

れ
な
い
休
日
の
権
利
を
保
障
。

 
・
適
用
対
象
者
は

w
or

ke
r（

一
定
の
自
営

業
者
を
含
む
。）
。

 
【
深
夜
労
働
】

 
・
協
約
に
よ
り

22
時
か
ら

7
時
ま
で
の
時

間
の

7時
間
を
指
定
し
な
い
限
り

23
時

か
ら

6
時
ま
で
に
行
わ
れ
る
労
働
が
深

夜
労
働
。

 
・

17
週
間
の
基
準
期
間
を
通
じ
た
通
常
の

労
働
時
間
は
、

24
時
間
ご
と
に

8
時
間

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

 
・
労
働
者
は
深
夜
労
働
に
就
く
前
に
無
料

の
健
康
診
査
の
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
深
夜
労
働
に
従
事
後

も
、
定
期
的
に
無
料
の
健
康
診
査
の
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ぼ
す
場
合
、
世
帯
に
要
保
護
児
童
あ
る

い
は
要
介
護
親
族
が
い
る
場
合
に
、
そ

れ
ぞ
れ
昼
の
仕
事
に
配
転
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
権
利
を
労
働
者
に
認
め
る
。

 

を
要
求
で
き
る
。

 
 

(2
) 
弾
力
的
労
働
時
間
制
度

 
【
変
形
労
働
時
間
】

 
・

6ヶ
月
間
で
平
均
し
て

8時
間
を
超
え
な

け
れ
ば
、

1日
の
労
働
時
間
を

10
時
間
ま

で
延
長
可
能
。

 
【
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
】

 
・「

単
純
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」：

1
日
の

労
働
時
間
の
長
さ
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

・「
弾
力
的
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」：

1
日

の
長
労
働
時
間
の
枠
内
で
出
退
勤
を

決
定
で
き
る
。

 
・「

可
変
的
労
働
時
間
制
」：

コ
ア
タ
イ
ム
が

定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

 
【
労
働
時
間
口
座
制
度
】

 
・
協
約
上
の
制
度
。

 
・
残
業
時
間
を
貯
め
て
お
い
て
、
そ
れ
を
利

用
し
て
労
働
者
が
自
分
の
希
望
で
休
日

を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
所
定
労
働
時
間
と
実
働
時
間
（
時
間
外
労

働
を
含
む
。
）
の
差
を
計
算
し
、
そ
れ
を

労
働
者
個
々
人
の
労
働
時
間
口
座
に
預

金
の
よ
う
に
貸
し
又
は
借
金
の
よ
う
に

借
り
と
し
て
記
録
。

 
・
短
期
口
座
：
貯
蓄
し
た
労
働
時
間
を
手
当

や
有
給
休
暇
等
と
し
て
出
し
入
れ
し
て

利
用
し
、
一
年
以
内
に
清
算
。

 
・
長
期
口
座
：
清
算
期
間
が
長
く
、
長
期
的

ス
パ
ン
で
の
労
働
時
間
調
整
が
可
能
。

 
・
短
期
口
座
の
方
が
普
及
率
が
高
い
と
さ
れ

て
い
る
（
長
期
口
座
導
入
企
業
は

7%
と

【
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
】

 
・
デ
ク
レ
が
定
め
た
時
間
数
の
限
度
内
で
あ

る
週
の
労
働
時
間
を
別
の
週
に
繰
り
越
せ

る
制
度
。
割
増
賃
金
に
影
響
を
与
え
る
こ

と
な
く
労
働
時
間
の
延
長
が
可
能
。

 
・
労
働
者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
企
業
委
員

会
又
は
従
業
員
代
表
委
員
の
反
対
が
な
い

場
合
に
実
施
可
能
。
労
働
監
督
官
等
に
対

す
る
事
前
通
知
。

 
・
ま
た
は
、
労
働
者
の
個
別
同
意
に
よ
り
、

労
働
監
督
官
の
承
認
を
得
て
実
施
可
能
。

 
【
変
形
労
働
時
間
制
】
協
約
の
締
結
が
必
要
。 

・
20

08
年
法
制
定
後
：

 
 
・
週
法
定
労
働
時
間
を
超
過
す
る
定
め
が

あ
る
協
定
を
締
結
す
る
必
要
。
ま
た
、

変
更
条
件
（
賃
金
、
欠
勤
、
出
退
勤

の
扱
い
）、

変
更
期
間
、
割
増
賃
金
を

差
し
引
く
上
限
等
定
め
る
必
要
。

 
 
・
年
単
位
：

16
07

時
間
を
超
え
た
場
合
に

割
増
賃
金
が
発
生
。

 
 
・
複
数
週
単
位
：
協
定
で
定
め
ら
れ
た
期

間
の
週
平
均
で

35
時
間
を
超
え
た
場

合
と
、
協
定
で
定
め
ら
れ
た
週
当
た

り
の
変
形
労
働
時
間
数
を
超
え
た
場

合
に
、
割
増
賃
金
が
発
生
。

 

【
弾
力
的
勤
務
制
度
】

 
【
対
象
者
】

26
週
間
継
続
雇
用
さ
れ
る

em
pl

oy
ee

で
、
①

17
歳
未
満
の
子
の
養

育
責
任
を
有
す
る
（
予
定
の
）
母
親
、
父

親
、
養
親
、
後
見
人
、
里
親
、
こ
れ
ら
の

者
の
配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
等
、
も
し
く

は
、
②
成
人
（

18
歳
以
上
）
の
配
偶
者
・

パ
ー
ト
ナ
ー
、
親
戚
、
同
居
者
の
看
護
・

介
護
を
行
っ
て
い
る
（
行
う
予
定
の
）
者
。

【
内
容
・
種
類

 等
】
同
一
使
用
者
に
対
し

12
か
月
に

1
回
、
弾
力
的
に
働
く
こ
と

を
申
請
す
る
権
利
を
有
す
る
。
申
請
で
き

る
労
働
条
件
の
変
更
は
、

(a
)労

働
時
間

の
変
更
、

(b
)労

働
時
間
帯
の
変
更
、

(c)
就
労
場
所
（
自
宅
と
会
社
間
）
の
変
更
、

等
。

 
【
手
続
】
申
請
後
、
協
議
の
開
催
（
同
僚
同

伴
権
を
保
障
）、

決
定
の
通
知
、
被
用
者

の
異
議
申
立
て
、
異
議
申
立
て
協
議
、
異

議
申
立
て
に
関
す
る
決
定
な
ど
の
手
続

を
法
定
。

 
【
使
用
者
の
拒
否
理
由
】

(a
)追

加
的
な
費

用
負
担
、

(b
)顧

客
の
需
要
に
対
応
す
る

能
力
へ
の
悪
影
響
、
(c)
既
存
従
業
員
間
で

業
務
を
再
編
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ

る
こ
と
、

(d
)追

加
の
人
員
採
用
が
不
可

能
で
あ
る
こ
と
、

(e
)品

質
へ
の
悪
影
響
、

(f)
企
業
業
績
へ
の
悪
影
響
、
等
。

 

・
制
定
法
に
お
け
る
定
め
な
し
（
な
お
、

強
い
て
挙
げ
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
・
イ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
制
度
。）
。

 
・
民
間
企
業
に
お
け
る
実
態
と
し
て
、

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
等
が
存
在
す
る

と
思
わ
れ
る
。
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さ
れ
て
い
る
。）
。

 
３
．
柔
軟
な
働
き
方
 

 
 

 
 

 
(1

) 
パ
ー
ト
タ
イ
ム
勤
務

 
【
労
働
時
間
短
縮
】

 
・
労
働
者
の
時
間
短
縮
請
求
権
を
法
定
。

 
・
従
業
員
数

15
人
以
上
の
事
業
所
で

6
か

月
を
超
え
て
働
く
労
働
者
は

3
か
月
前

ま
で
に
申
請
。

 
・
使
用
者
は
合
意
を
目
指
し
て
労
働
者
と
協

議
し
、経

営
上
の
支
障
が
な
い
限
り
希
望

を
認
め
る
義
務
。

 
【
労
働
時
間
延
長
】

 
・
パ
ー
ト
労
働
者
が
労
働
時
間
の
延
長
を
申

し
出
た
場
合
、
使
用
者
は
、
フ
ル
タ
イ
ム

の
ポ
ス
ト
を
補
充
す
る
際
に
、差

し
迫
っ

た
経
営
上
の
理
由
又
は
他
の
パ
ー
ト
労

働
者
の
希
望
が
こ
れ
を
妨
げ
な
い
限
り
、

同
一
の
適
性
・
能
力
で
あ
る
こ
と
を
条
件

に
、そ

の
パ
ー
ト
労
働
者
の
希
望
を
優
先

的
に
考
慮
す
る
義
務（

希
望
者
複
数
の
場

合
、
使
用
者
は
公
平
に
選
択
・
決
定
す
る

義
務
。）
。

 

・
法
定
労
働
時
間
又
は
部
門
別
あ
る
い
は
企

業
・
事
業
所
協
約
に
よ
り
そ
の
企
業
に
適

用
さ
れ
る
労
働
時
間
よ
り
短
い
時
間
の
労

働
（
年
間

16
07

時
間
よ
り
短
い
労
働
）

 
・
拡
張
さ
れ
た
部
門
別
協
約
、
企
業
・
事
業

所
協
定
に
基
づ
い
て
、
又
は
企
業
委
員

会
・
従
業
員
代
表
委
員
の
意
見
聴
取
の
上
、

又
は
使
用
者
の
発
意
か
労
働
者
の
要
求
に

基
づ
い
て
労
働
監
督
官
に
通
知
し
た
上

で
、
実
施
可
能
。

 
・
労
働
者
が
要
求
す
る
場
合

 
 
・
通
常
の
短
時
間
要
求
：
企
業
・
事
業
所

協
定
、
又
は
就
業
規
則
規
定
（
労
働
者

は
規
定
要
求
可
能
。）

に
基
づ
き
実
施
。 

 
・
家
族
を
理
由
と
す
る
短
時
間
要
求
：

1
回

に
つ
き
少
な
く
と
も

1週
間
に
つ
い
て

要
求
可
能
。

 
・
な
お
、
５
．
差
別
禁
止
の
項
も
参
照
。

 

・
弾
力
的
勤
務
制
度
の
一
例
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

 
・
な
お
、
５
．
差
別
禁
止
の
項
も
参
照
。

 

・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
民
間
企
業
に
お
け
る
実
態
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
る
。

 

(2
) 
ジ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

・
パ
ー
ト
・
有
期
法
に
よ
り
、
使
用
者
と
労

働
者
は
、
複
数
の
労
働
者
が

1
つ
の
ポ

ス
ト
の
労
働
時
間
を
分
割
す
る
こ
と
の

合
意
が
可
能
。

 

---
-- 

・
弾
力
的
勤
務
制
度
の
一
例
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

 
・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
民
間
企
業
に
お
け
る
実
態
と
し
て
行

わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

(3
) 
派
遣
労
働

 
・
す
べ
て
の
派
遣
元
に
対
し
、
連
邦
雇
用
エ

ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
派
遣
許
可
の
取
得
を

義
務
づ
け
。

 
・
派
遣
元
事
業
主
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
原

則
と
し
て
派
遣
先
事
業
所
に
お
い
て
比

較
し
う
る
派
遣
先
労
働
者
に
適
用
さ
れ

る
主
要
な
労
働
条
件
を
保
障
す
る
義
務
。

・
派
遣
元
が
均
等
待
遇
原
則
に
違
反
し
た
場

・
派
遣
労
働
は
、
一
つ
の
明
確
で
一
時
的
な

業
務
を
遂
行
す
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ

る
（
一
時
的
な
代
替
等
労
働
、
業
務
の
一

時
的
増
大
へ
の
対
応
、
季
節
的
雇
用
、
職

人
的
業
務
・
工
場
又
は
商
業
の
企
業
長
の

代
替
、
農
業
経
営
の
長
の
代
替
）。

 
・
経
済
的
理
由
に
基
づ
く
解
雇
の
後

6
か
月

以
内
に
派
遣
労
働
者
を
活
用
す
る
こ
と
は

・
５
．
差
別
禁
止
の
項
を
参
照
。

 
・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
既
存
法
令
の
適
用
対
象
と
な
る
の
み
。 

・
な
お
、
連
邦
雇
用
機
会
均
等
委
員
会

は
、
派
遣
労
働
者
等
に
か
か
る
差
別

禁
止
法
の
適
用
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン

ス
を
発
出
し
て
い
る
。
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6 
 

合
、派

遣
許
可
・
延
長
が
取
り
消
さ
れ
る
。

・
派
遣
元
が
必
要
な
許
可
を
得
て
い
な
い
か

取
り
消
さ
れ
た
場
合
、派

遣
元
と
派
遣
労

働
者
の
労
働
契
約
及
び
派
遣
元
と
派
遣

先
の
労
働
者
派
遣
契
約
は
無
効
。

 
・
代
わ
っ
て
派
遣
先
と
派
遣
労
働
者
の
労
働

関
係
が
擬
制
。

 

認
め
ら
れ
な
い
。

 
・
派
遣
労
働
契
約
で
は
、
ど
の
よ
う
な
労
働

者
の
代
替
で
あ
る
か
を
記
載
す
る
必
要
。

 
・
派
遣
期
間
は
原
則

18
か
月

 
・
な
お
、
５
．
差
別
禁
止
の
項
も
参
照
。

 

(4
) 
在
宅
勤
務

 
・
勤
務
形
態
、
従
業
員
の
地
位
、
職
務
内
容

等
詳
細
は
、
協
約
や
事
業
所
協
定
で
規

定
。

 

---
-- 

・
弾
力
的
勤
務
制
度
の
一
例
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

 
・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
民
間
企
業
で
活
用
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

 
(5

) 
有
期
契
約

 
・
パ
ー
ト
・
有
期
法
に
よ
る
規
制
。

 
・
原
則
と
し
て
正
当
事
由
（
一
時
的
な
追
加

的
労
働
需
要
に
対
応
す
る
場
合
等
）が

あ

る
場
合
に
の
み
有
期
契
約
の
締
結
が
許

容
さ
れ
る（

初
の
労
働
契
約
締
結
及
び

労
働
者
が

52
歳
以
上
で
か
つ
、
有
期
雇

用
の
開
始
以
前
に
少
な
く
と
も

4
カ
月

間
失
業
状
態
に
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。）
。

・
例
外
と
し
て
、
正
当
事
由
な
く

長
2

年
間

(更
新

3回
ま
で
可

)の
有
期
契
約
は

可
能
。

 

・
限
定
的
に
活
用
可
能
（
一
時
的
な
、
欠
勤
、

業
務
の
増
加
へ
の
対
応
、
季
節
的
雇
用
）。

 
・

長
期
間
は
原
則

18
カ
月
。
更
新
は

長

期
間
に
お
い
て

1
回
の
み
。
た
だ
し
、
更

新
さ
れ
た
期
間
は

初
の
期
間
よ
り
も
長

く
設
定
可
能
。

 
・
更
新
拒
否
の
場
合
に
理
由
を
明
示
す
る
義

務
。

 
・
書
面
契
約
が
必
要
（
理
由
と
期
間
を
記
載
）。

 

・
５
．
差
別
禁
止
の
項
を
参
照
。

 
・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
随
意
雇
用
原
則
の
下
で
有
期
契
約
を

活
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
企
業
側
に
存

し
な
い
。

 
・
た
だ
し
、
一
定
期
間
の
み
存
続
す
る

事
業
（
例
え
ば
、
映
画
撮
影
等
）
や

一
部
の
高
給
労
働
者
に
つ
い
て
は
有

期
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
と
さ
れ
る
。

 

(6
) 
そ
の
他
＜
略
＞

 
 

 
 

 
４
．
経
済
的
支
援
 

・
所
得
税
法
に
よ
る
規
制
。
児
童
手
当
と
児

童
扶
養
控
除
と
の
選
択
的
な
一
元
的
シ

ス
テ
ム
。

 
【
児
童
手
当
】

 
・
ド
イ
ツ
に
居
住
し
子
供
を
養
育
し
て
い
る

人
に
は
原
則
と
し
て
児
童
手
当
受
給
権
。

・
対
象
児
童
は
両
親
に
よ
り
扶
養
さ
れ
て
い

る
児
童
で
原
則

18
歳
未
満
の
子
供
。

 
・
所
得
制
限
な
し
。

 
・
第

1
子

2
子
は

€1
64

、
第

3
子
は

€1
70
、

第
4
子
以
降
は

€1
95

（
月
額
．
段
階
措

【
家
族
を
単
位
と
す
る
所
得
税
優
遇
措
置
】

子
供

2
人
ま
で
は

1
人
当
た
り

0.
5
人
、

3
人
以
上
は

1
人
で
所
得
税
額
を
算
出
。

 
【
企
業
の

W
LB

制
度
に
対
す
る
税
制
優
遇

（
家
族
控
除
）】

保
育
施
設
の
創
設
・
運
営

へ
の
財
政
援
助
、
育
児
休
暇
取
得
中
の
労

働
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
費
用
、
突
発
的

時
間
外
労
働
の
た
め
に
支
払
わ
れ
る
保
育

費
用
補
償
、
育
児
親
休
暇
・
病
事
休
暇
取

得
労
働
者
に
対
す
る
報
酬
支
払
い
等
が
対

象
。

 

【
児
童
手
当
】
①

16
歳
未
満
の
子
、
②

16
～

19
歳
で
一
定
の
教
育
も
し
く
は
研
修

課
程
に
あ
る
子
、
③

16
歳
も
し
く
は

17
歳
で
教
育
も
し
く
は
訓
練
を
終
了
し
た

が
キ
ャ
リ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
等
に
求
職
も
し

く
は
研
修
の
た
め
に
登
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
子
の
、
親
・
養
親
・
里
親

に
支
給
。
支
給
額
は
、
第

1
子
が
週

￡
20

.0
0、

第
2
子
以
降
は
週
￡

13
.2

0。
全
額
国
庫
負
担
。

 
【
税
額
控
除
】
就
労
税
額
控
除
と
児
童
税
額

・
社
会
保
障
制
度
上
、
低
賃
金
・
貧
困

層
向
け
の
支
援
策
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
就
業
支
援
策
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
金
銭
給
付
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て

い
る
（
貧
困
家
庭
一
時
扶
助
）。

 
・
税
制
上
の
所
得
控
除
及
び
税
額
控
除

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
低
賃
金
層
又

は
貧
困
層
に
対
す
る
支
援
の
色
合
い

が
濃
厚
。

 
・
な
お
、
連
邦
公
正
労
働
基
準
法
上
の

低
賃
金
額
は
、

1
時
間
当
た
り
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置
は
貧
困
回
避
策
）。

 

・
源
泉
徴
収
か
ら
控
除
す
る
形
で
支
給
。

 
・
徴
収
す
る
税
よ
り
も
支
給
す
る
児
童
手
当

の
方
が
多
い
場
合
は
税
務
署
に
申
し
出

て
所
得
税
の
中
で
調
整
し
、そ

れ
で
も
不

足
す
る
場
合
は
税
務
署
に
申
し
出
れ
ば

不
足
分
が
払
い
込
ま
れ
る
仕
組
み
。

 
・
全
額
、
国
（

74
%
）・

州
（

26
%
）
負
担
。

【
児
童
扶
養
控
除
（
家
族
給
付
調
整
）】

 

・
所
得
課
税
額
か
ら
児
童
の
最
低
生
活
費

（
食
料
、
住
居
、
被
服
 等

）
の
額
と
保

育
・
教
育
等
費
額
を
控
除
。
 

・
子
供

1
人
当
た
り
、
最
低
生
活
費
に
つ

き
年
間

€1
93

2、
保
育
等
費
に
つ
き
年
間

€1
08

0（
い
ず
れ
も
親

1
人
分
）。

 

【
児
童
付
加
手
当
】

 

・
連
邦
児
童
手
当
法
に
基
づ
く
。
公
的
扶
助

請
求
回
避
が
目
的
。

 

・
18

歳
未
満
の
児
童
と
共
に
生
活
し
、
当

該
児
童
が
児
童
手
当
の
給
付
対
象
で
あ

る
場
合
、
そ
の
両
親
に
支
給
さ
れ
る
。

 

・
児
童

1
人
当
た
り
月
額

€1
40

。
 

・
受
給
期
間
は
最
長

36
か
月
。

 
・
所
得
要
件
あ
り
。

 
【
年
金
期
待
権
の
保
障
】

 
・
子
の
出
生
後

36
カ
月
間
（
子
育
て
期
）

の
年
金
保
険
料
を
国
が
負
担
。

 
・
子
育
て
期
間
中
に
両
親
が
仕
事
を
し
た
場

合
、就

労
に
基
づ
い
て
支
払
っ
た
保
険
料

に
よ
り
生
じ
る
年
金
受
給
権
が
加
算
さ

れ
る
（
付
加
的
加
算
）。

 
・
子
が

4
歳
か
ら

10
歳
ま
で
の
間
に
平
均

水
準
以
下
の
所
得
し
か
稼
得
で
き
な
か

【
家
族
手
当
】
連
帯
・
保
険
・
家
族
省
の
下
、

全
国
家
族
手
当
金
庫
、
家
族
手
当
金
庫
が

実
施
・
運
用
。
乳
幼
児
受
入
手
当
（
諸
手

当
を
統
合
。

3
歳
以
下
の
子
を
持
つ
家
庭
の

90
％
が
給
付
対
象
。）
。
受
給
者
は
フ
ラ
ン

ス
居
住
が
要
件
（
外
国
籍
者
は
正
規
滞
在

資
格
が
必
要
。）
。
子
は
、
滞
在
、

16
歳
未

満
で
あ
る
こ
と
又
は

16
歳
以
上

20
歳
未

満
の
場
合
は

16
9

時
間
に
最
低
賃
金
の

55
％
を
超
え
な
い
収
入
し
か
得
て
い
な
い

こ
と
。

 
・【

養
育
手
当
】
第

2
子
か
ら
支
給
さ
れ
る
「
家

族
手
当
」、

所
得
制
限
が
か
け
ら
れ
つ
つ
第

3
子
か
ら
支
給
さ
れ
る
「
家
族
補
足
手
当
」、

所
得
要
件
が
か
け
ら
れ
つ
つ
学
用
品
購
入

な
ど
の
た
め
の
「
新
学
期
手
当
」。

 
・【

乳
幼
児
受
入
手
当
】

 
・【

基
礎
手
当
】
第

1
子
か
ら
支
給
。
妊
娠
・

出
産
手
当

€8
00

＋
子
が

3
歳
ま
で

€1
60

。
 

・【
自
由
選
択
補
足
手
当
】

 
・【

保
育
方
法
自
由
選
択
補
足
手
当
】
親

が
子
を
保
育
所
等
に
預
け
る
場
合
の

手
当
。
月
額
所
得
一
人
親

€3
50

、
カ

ッ
プ
ル

€7
00

の
就
業
が
あ
る
こ
と

が
要
件
。
 

・【
就
業
選
択
補
足
手
当
】
親
の
一
方
が

子
育
て
の
た
め
に
就
業
を
一
時
停
止

す
る
場
合
の
手
当
。
所
得
制
限
な
し
。 

・【
単
身
家
族
援
助
】

 
 
・【

一
人
親
手
当
】

 
 
・【

孤
児
養
育
の
た
め
の
家
族
支
援
手
当
】

 
・【

障
害
児
・
病
児
援
助
】

 

控
除
は
、
控
除
す
べ
き
税
額
が
な
い
低

所
得
世
帯
に
は
給
付
金
を
支
給
す
る

制
度
。

 
【
就
労
税
額
控
除
】

 
・
雇
用
か
自
営
で
、
通
常
週

16
時
間

以
上
働
き
、
そ
の
仕
事
に
対
し
て

報
酬
が
支
払
わ
れ
、
最
低

4
週
間

働
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者

が
、

16
歳
以
上
で

1
人
以
上
の
子

の
養
育
責
任
を
有
す
る
か
、

16
歳

以
上
で
障
害
を
持
っ
て
い
る
か
、

25
歳
以
上
で
通
常
週

30
時
間
以

上
働
く
場
合
が
対
象
。

 
・
夫
婦
の
場
合
、
一
方
が
控
除
。

 
・
控
除
額
の
決
定
要
素
は
、
夫
婦
・
一

人
親
か
、
労
働
時
間
が

30
時
間
以

上
か
、
障
害
の
有
無
、
重
度
障
害
の

有
無
、

50
歳
以
上
の
再
就
職
者
か
、

保
育
費
用
支
出
の
有
無
な
ど
。

 
・
保
育
費
用
は
子

1
人
に
つ
き
年
間

最
大
￡

7,
30

0
の
控
除
（
給
付
）。

・
世
帯
の
年
間
収
入
が
￡

6,
42

0
を

超
え
る
と
税
額
控
除
（
給
付
）
が

減
少
。

 
・【

児
童
税
額
控
除
】

 
・

16
歳
未
満
の
子
も
し
く
は
全
日
制

の
教
育
か
認
め
ら
れ
た
研
修
課
程

に
あ
る

20
歳
未
満
の
子
を
養
育
す

る
親
・
養
親
・
里
親
が
対
象
。

 
・
就
労
は
要
件
で
は
な
い
。

 
・
夫
婦
の
場
合
、
一
方
が
控
除
。

 
・
控
除
額
の
決
定
要
素
は
、

0
歳
児

の
有
無
、
障
害
児
の
有
無
、
重
度

$7
.2

5。
 

・
ま
た
、
全
米
大
都
市
に
は
条
例
に
よ

る
設
け
ら
れ
て
い
る
生
活
賃
金
制
度

が
あ
り
、

1
時
間
当
た
り
貧
困
線
に

等
し
い
額
を
定
め
て
い
る
（
お
お
よ

そ
$1

0
超
）。

た
だ
し
、
州
政
府
等
地

方
自
治
体
と
一
定
額
以
上
の
契
約
を

締
結
し
て
い
る
事
業
者
の
労
働
者
に

つ
い
て
の
み
の
適
用
。
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8 
 

っ
た
場
合
、平

均
賃
金
を
得
て
保
険
料
を

納
め
た
も
の
と
し
て
、被

保
険
者
の
就
労

に
よ
り
生
じ
る
年
金
期
待
権
は
、平

均
賃

金
を

得
て

保
険

料
を
納
め
た
場
合
の

50
％
か
ら

10
0％

ま
で
割
増
し
。
 

 
・【

障
害
を
持
つ
子
供
の
教
育
手
当
】

 
 
・【

親
付
添
手
当
】
看
護
休
暇
取
得
の
際
の

所
得
保
障
。

 
 
・【

住
宅
補
助
手
当
】
家
族
給
付
受
給
者
に

対
す
る
補
助
。

 

障
害
児
の
有
無
等
。

 
・
世
帯
の
年
間
収
入
が
￡

6,
42

0（
家

族
要
素
の
み
￡

50
,0

00
）
を
超

え
る
と
、
税
額
控
除
（
給
付
）
が

減
少
。

 
【
保
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
】
保
育
費
用
に
つ

い
て
労
働
者
の
賃
金
か
ら
保
育
バ
ウ
チ

ャ
ー
と
し
て
天
引
き
す
る
こ
と
に
よ
り

税
金
と
社
会
保
険
料
の
賦
課
が
免
除
さ

れ
る
仕
組
み
。

1
人
の
親
に
つ
き
年
間

￡
1,

19
6
ま
で
免
除
可
能
。
共
働
き
夫
婦

が
そ
れ
ぞ
れ
請
求
し
た
場
合
は
夫
婦
で

￡
2,

39
1
ま
で
免
除
可
能
。

 
５
．
差
別
禁
止
 

・
基
本
法
：
性
、
血
統
、
人
種
、
言
語
、
出

身
国
、
出
自
、
信
仰
、
宗
教
、
政
治
的
見

解
を
理
由
と
す
る
不
利
益
及
び
優
遇
取

扱
い
禁
止
、

 
・
民
法
（
一
般
平
等
取
扱
法
制
定
以
前
の
条

文
）：

男
女
平
等
、
性
中
立
公
募
義
務
、

・
民
法

61
2
条
：
性
を
理
由
と
す
る
賃
金

差
別
の
禁
止
、

 
・
経
営
組
織
法
：
事
業
所
に
お
け
る
一
般
的

な
差
別
禁
止
、

 
・
社
会
法
典
：
障
害
に
基
づ
く
不
利
益
取
扱

い
、

 
・
パ
ー
ト
・
有
期
法
：
比
較
可
能
な
労
働
者

と
の
差
別
禁
止
、時

間
・
期
間
比
例
原
則
、

・
労
働
者
派
遣
法
：
均
等
待
遇
原
則

 等
、

・
一
般
平
等
取
扱
法
：
包
括
的
差
別
禁
止（

年

齢
差
別
禁
止
を
含
む
。）
、

 
に
よ
る
規
制
。

 
【
パ
ー
ト
・
有
期
法
に
よ
る
規
制
】

 
・
異
な
る
取
扱
い
を
正
当
化
し
う
る
事
由
が

・
労
働
法
典
第

1
巻
第

3
編
（
性
別
等
を
理

由
と
し
て
差
別
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
間
接

差
別
も
法
定
。）
、

 
・
労
働
法
典
第

1
巻
第

4
編
（
男
女
平
等
・

性
差
別
禁
止
規
定
。
性
別
、
家
族
の
状
況
、

妊
娠
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
禁

止
。
法
違
反
行
為
無
効
。
な
お
、
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
可
能
）、

 
・
男
女
職
業
平
等
法
、

 
・
全
国
協
約
・
協
定

 
に
よ
る
規
制
。

 
・
派
遣
・
パ
ー
ト
差
別
禁
止
（
派
遣
に
つ
き
、

正
社
員
の
代
替
に
限
定
。
パ
ー
ト
に
つ
き
、

パ
ー
ト
の
使
用
期
間
は
フ
ル
タ
イ
ム
の
そ

れ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
労
働
時
間
と

在
職
期
間
を
考
慮
し
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
で

同
じ
職
能
資
格
の
労
働
者
の
賃
金
と
同
価

値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

 

・
19

70
年
同
一
賃
金
法
、

 
・

19
75

年
性
差
別
禁
止
法
、

 
・

19
76

年
人
種
関
係
法
、

 
・

19
95

年
障
害
者
差
別
禁
止
法
、

 
・

20
06

年
雇
用
平
等
（
年
齢
）
規
則
、

 
に
よ
る
規
制
。
同
一
賃
金
法
と
障
害
者
差
別

禁
止
法
を
除
き
間
接
差
別
の
禁
止
が
法
定
。

ま
た
、

 
・

20
00

年
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
（
不
利
益

取
扱
防
止
）
規
則
（
比
較
可
能
な
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
者
に
比
べ
不
利
益
に
取
り
扱

わ
れ
な
い
権
利
。
比
例
原
則
適
用
。）
、

 
・

20
02

年
有
期
被
用
者
（
不
利
益
取
扱
防

止
）
規
則
（
パ
ー
ト
規
則
に
同
じ
。
有
期

契
約
に
よ
り
連
続

4
年
間
を
超
え
て
雇

用
さ
れ
る
場
合
、
正
当
理
由
な
い
限
り
期

間
の
定
め
の
な
い
被
用
者
と
み
な
さ
れ

る
。）
、

 
・

20
10

年
派
遣
労
働
者
規
則
（

20
11

年

11
月
施
行
）（

就
業
開
始
か
ら

12
週
間

・
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
公
民
権
法
第

7
編
に
よ
る
規
制
を
中
心
に
、
人
種
、

皮
膚
の
色
、
宗
教
、
性
、
出
身
国
、

年
齢
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
禁

止
が
法
定
さ
れ
て
い
る
。

 
・
差
別
的
取
扱
（
直
接
差
別
）
と
共
に
、

差
別
的
効
果
（
間
接
差
別
）
も
法
定

さ
れ
て
い
る
。

 
・
州
制
定
法
で
は
、
婚
姻
上
の
地
位
、

家
族
的
責
任
、
子
の
親
で
あ
る
こ
と

な
ど
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
規
制
と
は

異
な
っ
た
差
別
禁
止
事
由
も
法
定
さ

れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

 
・
な
お
、
連
邦
雇
用
機
会
均
等
委
員
会

は
、
家
族
に
対
す
る
ケ
ア
責
任
を
有

す
る
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
扱

い
が
、
性
別
等
既
存
法
令
の
差
別
禁

止
事
由
に
該
当
す
る
違
法
な
取
扱
い

の
具
体
例
を
掲
げ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を

発
出
し
て
い
る
。
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な
い
限
り
比
較
可
能
な
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
及
び
期
限
の
定
め
な
く
雇
用
さ
れ

る
労
働
者
と
の
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
。

・
有
期
労
働
者
に
対
し
、
使
用
者
は
、
就
労

期
間
の
長
さ
に
比
例
し
て
、賃

金
そ
の
他

の
分
割
可
能
な
金
銭
的
価
値
を
有
す
る

給
付
を
付
与
す
る
義
務
。

 
【
労
働
者
派
遣
法
に
よ
る
規
制
】

 
・
派
遣
先
の
比
較
し
得
る
労
働
者
に
適
用
さ

れ
て
い
る
主
要
な
労
働
条
件
よ
り
劣
悪

な
労
働
条
件
を
派
遣
労
働
者
に
対
し
て

予
定
す
る
約
定
は
無
効
。

 
・
派
遣
元
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
派
遣
先

事
業
所
に
お
け
る
比
較
し
得
る
労
働
者

に
適
用
さ
れ
て
い
る
主
要
な
労
働
条
件

を
保
障
す
る
こ
と
が
可
能（

派
遣
労
働
者

は
派
遣
元
に
対
し
派
遣
先
従
業
員
と
の

均
等
待
遇
を
要
求
可
能
。）
。

 

を
経
た
派
遣
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に
従

事
す
る
た
め
に
直
接
雇
用
さ
れ
る
場
合

と
同
様
の
労
働
条
件
（
賃
金
、
労
働
時
間
、

深
夜
労
働
、
休
息
時
間
、
休
憩
、
有
給
休

暇
等
）
が
保
障
さ
れ
る
。）
、

 
に
よ
る
規
制
。

 

６
．
妊
娠
・
出
産
保
護
 

・
産
前

6
週
間
産
後

8
週
間
の
就
労
禁
止
。

・
使
用
者
は
、
労
働
ポ
ス
ト
の
新
設
及
び
維

持
の
際
、妊

産
婦
の
生
命
及
び
健
康
の
保

護
の
た
め
に
必
要
な
予
防
的
・
具
体
的
措

置
を
講
ず
る
義
務
。

 
・
肉
体
的
重
労
働
業
務
及
び
有
害
業
務
へ
の

就
労
の
原
則
禁
止
。

 
・
時
間
外
・
深
夜
、
日
曜
・
休
日
労
働
の
原

則
禁
止
。

 
・
請
求
に
基
づ
く

1
日

1
時
間
休
憩
付
与
。

・
妊
娠
中
及
び
出
産
後

4
ヵ
月
以
内
の
解

雇
禁
止
。

 
・
就
労
禁
止
期
間
中
は
、
健
康
保
険
に
よ
る

母
性
手
当
又
は
母
性
保
護
法
に
よ
る
母

性
保
護
賃
金
の
給
付
に
よ
り
賃
金
保
障
。

・
妊
娠
状
態
を
理
由
と
す
る
採
用
拒
否
、
試

用
期
間
中
の
労
働
契
約
の
解
約
、
異
動
の

禁
止
。

 
・
妊
娠
中
、
妊
娠
・
出
産
に
か
か
る
休
暇
期

間
中
及
び
そ
の
後
の

4
週
間
の
労
働
契
約

解
約
不
可
。

 
・
妊
娠
中
又
は
出
産
後
に
深
夜
業
に
就
労
す

る
女
性
は
、
昼
間
の
ポ
ス
ト
へ
の
配
属
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
妊
娠
期
・
出
産
後
の
女
性
の
深
夜
業
へ
の

従
事
は
認
め
ら
れ
な
い
。

 

・
妊
娠
・
出
産
等
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
な

い
権
利
が
法
定
。
こ
れ
ら
事
由
に
よ
る
解

雇
は
不
公
正
解
雇
と
し
て
救
済
を
受
け

る
権
利
。

 
・
産
前
ケ
ア
を
受
け
る
た
め
に
有
給
で
業
務

を
離
脱
す
る
（
タ
イ
ム
・
オ
フ
）
権
利
。

・
な
お
、
１
．
休
暇
・
休
業
及
び
手
当

 (2
)

育
児
介
護
休
業
の
項
の
う
ち
【
出
産
休

暇
】
も
参
照
。

 

・
制
定
法
に
よ
る
規
制
な
し
。

 
・
健
康
維
持
組
織
（

H
M

O
）
や
集
団

健
康
保
険
（

G
H

I）
に
か
か
る
州
制

定
法
に
よ
る
規
制
に
お
い
て
、
妊

娠
・
出
産
に
係
る
処
置
を
適
用
対
象

と
し
て
い
る
。
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 ７
．
保
育
サ
ー
ビ
ス
 

 
 

 
 

 
(1

) 
公
的
サ
ー
ビ
ス

 
・
児
童
・
青
少
年
扶
助
法
に
よ
る
規
制
。

 
・

3
歳
以
上
の
幼
児
に
保
育
施
設
に
通
う
権

利
を
保
障
（

3
歳
に
な
っ
た
全
て
の
子
供

は
幼
稚
園
に
入
園
す
る
法
律
上
の
請
求

権
を
持
つ
。）
。
こ
の
た
め
各
州
は
保
育

施
設
の

整
備
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
。

 
・
保
育
施
設
に
は
、【

保
育
所
（

0～
3
歳
）】

【
幼
稚
園（

3
歳
以
上
）】【

学
童
保
育（

就

学
児
童
）】

の
3
種
が
あ
る
。

 
・
運
営
は
各
州
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
。

 
・
施
設
の
運
営
主
体
は
、
公
立
及
び
公
益

団
体
を
中
心
と
し
た
私
立
。

 
・【

家
庭
託
児
（
保
育
マ
マ
・
パ
パ
）
制
度
】

・
主
に
満

1
歳
く
ら
い
ま
で
の
乳
児
を

半
日
あ
る
い
は
全
日
個
人
の
家
庭
で

預
か
り
保
育
す
る
法
定
の
制
度
。

 
・
親
と
保
育
者
の
私
的
契
約
に
基
づ
く
。

 

【
3
歳
未
満
の
乳
幼
児
保
育
】

 
・【

保
育
所
】

2
か
月
か
ら

3
歳
が
対
象
。
県

又
は
市
町
村
立
。
一
保
育
所
当
た
り

30
人
か
ら

60
人
を
預
か
り
。
保
育
者

1
人

に
つ
き
子
供

5～
8
人
。
保
育
は
月
か
ら

金
、8

時
か
ら

12
時
間
、7

:3
0か

ら
18

:3
0

ま
で
の
開
所
が
多
い
。
時
間
は
厳
密
。
保

育
料
は
所
得
水
準
に
よ
る
異
な
る
。
地
方

自
治
体
や
家
族
手
当
金
庫
か
ら
の
補
助

金
を
受
け
て
い
る
。入

所
率
は

1割
程
度
。 

・【
家
庭
保
育
所
】

2
か
月
か
ら

3
歳
が
対
象
。

市
町
村
が
保
育
マ
マ
（

18
～

65
歳
。
公

衆
衛
生
法
典
に
基
づ
く
。）

を
雇
用
し
運

営
す
る
家
庭
内
保
育
所
。
通
常

3
人
ま
で

保
育
。
保
育
時
間
に
柔
軟
性
（
病
児
保
育

可
）。

 
【
就
学
前
幼
児
教
育
】

 
・【

保
育
学
校
】

3
歳
以
上
の
幼
児
に
対
す
る

無
償
の
就
学
前
教
育
の
保
障
（
教
育
法
典

に
基
づ
く
。）
。
保
育
施
設
と
小
学
校
の
中

間
に
位
置
す
る
教
育
機
関
。

 

【
幼
児
教
育
施
設
／
ナ
ー
サ
リ
ー
・
ス
ク
ー

ル
（
ナ
ー
サ
リ
ー
・
ク
ラ
ス
）
】
・

3～
5
歳
の
子
ど
も
に
対
す
る
幼
児
教
育
と

保
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。開

所
時
間
は
学

期
中
の
通
常

9～
15

時
半
。1

日
の
場
合

と
半
日
（
午
前
・
午
後
）
の
場
合
が
あ
る
。

【
幼
児
教
育
施
設
／
チ
ル
ド
レ
ン
・
セ
ン
タ

ー
】
地
方
自
治
体
が
運
営
し
地
域
で
一
元

的
に
育
児
等
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
行
う
施
設
。
幼
児
教
育
、
保
育
、
一

時
預
り
、
保
健
と
家
族
の
支
援
、
育
児
支

援
、
研
修
と
就
労
支
援
な
ど
多
角
的
な
サ

ー
ビ
ス
を
行
う
。
平
日

8～
18

時
ま
で

開
所
。
休
日
開
所
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。

 
【
幼
児
教
育
施
設
／
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
・
ク
ラ

ス
】
就
学
前
の

1
年
間
、

4～
5
歳
の
子

ど
も
が
通
う
ク
ラ
ス
で
小
学
校
に
併
設
。

学
期
中
の
平
日
毎
日

9～
15

時
半
ま
で
。

公
立
小
学
校
に
併
設
さ
れ
て
い
る
場

合
は
無
料
だ
が
、
私
立
小
学
校
の
場
合

は
有
料
。

 

・
貧
困
世
帯
に
対
す
る
就
労
支
援
策
の

一
環
と
し
て
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

 
・
連
邦
政
府
は
各
州
に
補
助
金
を
提
供

す
る
の
み
で
、
実
質
的
な
運
営
主
体

は
各
州
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
州

ご
と
に
規
制
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
（
一
般
的
に
は
、
州
か
ら
ラ
イ
セ

ン
ス
を
取
得
し
、
補
助
金
を
受
け
取

る
。）
。

 
・
連
邦
政
府
は
、
保
育
の
質
向
上
の
た

め
、
監
査
等
を
実
施
し
て
い
る
。

 
・
ま
た
、
全
米
保
育
協
会
が
、
質
向
上

に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 

(2
) 
民
間
サ
ー
ビ
ス

 
【
企
業
内
保
育
園
】

 
・
公
立
よ
り
も
開
園
時
間
が
長
く
、
親
の

仕
事
時
間
に
柔
軟
に
対
応
可
能
。

 
・
運
営
主
体
は
、
企
業
の
ほ
か
、
教
会
、

赤
十
字
、
福
祉
・
教
育
団
体
な
ど
公
益

団
体
。

 
・
運
営
資
金
は
、
連
邦
・
地
方
か
ら
の
補

助
金
、
親
か
ら
の
負
担
金
、
企
業
か
ら

の
資
金
。

 
【
そ
の
他
】

 
・
両
親
自
助
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
自
主
管

【
企
業
保
育
所
】人

材
確
保
と
長
期
間
就
労
支

援
。家

族
手
当
金
庫
か
ら
企
業
に
経
済
的

支
援
あ
り
。

 
【
保
育
マ
マ
】フ

リ
ー
の
保
育
者
が
自
宅
で
保

育
。行

政
の
認
可
と
衛
生
基
準
の
充
足
が

必
要
。保

育
料
は
保
育
マ
マ
に
直
接
支
払

う
。
家
族
手
当
金
庫
か
ら
の
手
当
あ
り
。
 

【
親
保
育
所
】
親
の
共
同
運
営
保
育
所
。
職
業

保
育
者
を
中
心
に
親
も
保
育
に
参
加
。保

育
料
は
子
の
数
・
収
入
に
よ
っ
て
決
ま

る
。地

方
自
治
体
か
ら
の
補
助
及
び
家
族

【
託
児
施
設
／
デ
イ
・
ナ
ー
サ
リ
ー
】
主
に

働
く
親
の
た
め
に
託
児
を
目
的
と
し
た

施
設
。
対
象
は
生
後

3
か
月
か
ら

5
歳

ま
で
。
利
用
日
や
時
間
帯
の
選
択
可
。
時

間
は
通
常

7～
19

時
ま
で
。

 
【
託
児
施
設
／
チ
ャ
イ
ル
ド
・
マ
イ
ン
ダ

ー
】
通
常

8
歳
未
満
の
子
を

6
人
ま
で

（
5
歳
未
満
の
子
は

3
人
ま
で
）
マ
イ
ン

ダ
ー
の
家
で
保
育
。
時
間
は
通
常

8～
18

時
ま
で
だ
が
、
多
く
が
そ
の
他
時
間
帯
に

も
柔
軟
に
対
応
し
、
週
末
も
保
育
可
能
な

---
-- 
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理
幼
稚
園
、
両
親
子
供
グ
ル
ー
プ
、
小

さ
な
親
子
ク
ラ
ブ
、
親
子
協
会
、
母
親

セ
ン
タ
ー
な
ど
に
よ
る
保
育
活
動
が
あ

る
。

 

手
当
金
庫
か
ら
の
手
当
あ
り
。

 
【
個
別
保
育
者
】
親
が
自
宅
に
保
育
者
を
雇

う
。

 

場
合
あ
り
。

 
【
託
児
施
設
／
ナ
ニ
ー
】
子
ど
も
の
家
に
来

て
保
育
。
何
歳
の
子
で
も
可
能
。

 
【
幼
児
教
育
施
設
／
プ
レ
ス
ク
ー
ル
（
プ
レ

イ
・
グ
ル
ー
プ
）
】
非
営
利
で
親
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
運
営
。

5
歳
以
下
の
子

ど
も
が
対
象
。

 
８
．
そ
の
他
 

 
 

 
 

 
  
 

(1
) 
配
転

 
【
労
働
契
約
】

 
・
労
働
契
約
が
予
定
す
る
範
囲
内
で
あ
れ

ば
、使

用
者
は
労
務
指
揮
権
の
行
使
と
し

て
配
転
可
能
。

 
・
労
務
指
揮
権
を
超
え
る
配
転
は
、
労
働
者

の
個
別
同
意
、
変
更
解
約
の
締
結
、
変
更

解
約
告
知
に
よ
る
対
処
が
な
さ
れ
る
。

 
【
事
業
所
組
織
法
】

 
・
配
転
は
共
同
決
定
事
項
。

 
・
事
業
所
委
員
会
は
、
個
別
的
配
転
に
つ
い

て
同
意
拒
絶
可
。

 
・
同
意
が
拒
絶
さ
れ
る
と
配
転
は
無
効
。

 

・
通
常
、
労
働
契
約
に
お
い
て
勤
務
地
が
特

定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
遠
隔
地
配
転
が
行

わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

 
・
遠
隔
地
配
転
に
つ
い
て
、
平
穏
な
家
庭
生

活
を
送
る
権
利
の
侵
害
と
し
て
、
配
転
を

無
効
と
し
た
裁
判
事
例
が
あ
る
。

 

---
-- 

・
法
律
上
の
規
制
は
存
し
な
い
。

 
・
な
お
、
随
意
雇
用
の
た
め
解
雇
の
脅

威
を
背
景
に
使
用
者
は
労
働
者
を
配

転
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
実
態

と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
配
転
は
行
わ

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
都
度
労
働
者
と

協
議
し
行
わ
れ
て
い
る
も
よ
う
。

 

(2
) 
労
使
団
体
、
企
業
、

 
N

PO
/N

G
O

 
・
連
邦
家
族
省
に
よ
る
【
家
族
の
た
め
の
連

合
】
経
済
界
、
労
組
、
学
者
、
企
業
ト
ッ

プ
が
パ
ー
ト
ナ
ー
、各

種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
推
進
（
企
業
文
化
改
革
、
女
性
の
社
会

進
出
、
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
）。

 
・【

成
功
要
因
と
し
て
の
家
族
】
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
経
営
者
・
人
事
担
当
者
、
従
業
員
代

表
委
員
会
が
対
象
。

 
・【

家
族
の
た
め
の
地
域
同
盟
】
連
邦
家
族

省
と
商
工
会
議
所
の
合
意
か
ら
発
展
、地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
性
化
活
動
。

 

---
-- 

---
-- 

・
労
使
団
体
が
直
接
的
に

W
LB

に
か

か
わ
る
施
策
を
実
施
し
て
い
る
例
は

見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
・
企
業
に
お
い
て
は
、
法
制
度
上
の
推

進
策
が
貧
弱
で
あ
る
た
め
、
従
業
員

確
保
や
生
産
性
向
上
等
を
企
図
し
た

諸
施
策
を
実
施
し
て
い
る
も
よ
う
。

 
・
民
間
団
体
に
お
い
て
は
、
企
業
や
関

係
諸
機
関
に
お
け
る
取
組
を
サ
ポ
ー

ト
等
す
る
た
め
調
査
研
究
や
具
体
的

支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
も
よ
う
。

 
(3

) 能
力
開
発
・
就
業
促
進
支
援
＜
略
＞

---
-- 

---
-- 

---
-- 

 

- 18 -



12
 

 ９
．
国
家
の
ス
タ
ン
ス
 等

 
・
政
府
主
導
の
積
極
的
推
進
。

 
・
背
景
：
出
生
率
低
下
と
少
子
高
齢
化
、
女

性
労
働
力
の
未
活
用
、若

年
者
の
学
力

水
準
の
低
下
、
経
済
競
争
力
へ
の
不

安
。

 
・
目
的
：
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
、
経
済

成
長
と
社
会
安
定
化
の
原
動
力
。

 
・
特
徴
：
家
族
と
仕
事
の
調
和
、
再
配
分
・

イ
ン
フ
ラ
・
時
間
政
策
、
既
存
法
制
度

の
活
用
や
適
宜
の
見
直
し
。

 
・
法
制
度
等
分
析
を
踏
ま
え
た
特
徴
：
①
多

様
な
家
族
像
を
踏
ま
え
た
新
た
な
家

族
政
策
の
影
響
、②

新
た
な
社
会
像
や

労
働
概
念
（
雇
用
労
働
と
家
庭
・
社
会

的
労
働
の
同
等
評
価
）に

基
づ
く
政
策

展
開
、③

ド
イ
ツ
固
有
の
コ
ー
ポ
ラ
テ

ィ
ズ
ム
（
政
労
使
の
三
者
連
携
、
地
方

分
権
に
よ
る
地
域
連
携
、産

官
学
の
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
影
響
。

 

・
政
府
主
導
で

W
LB

を
積
極
的
に
推
進
す
る

も
の
で
は
な
い
。

 
・
他
方
、
家
族
政
策
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら

積
極
的
な
政
策
が
採
ら
れ
て
き
た
。

 
・
背
景
：
第

1
次
大
戦
や
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の

流
行
に
よ
る
、
兵
力
減
少
に
よ
る
国
防
力

の
減
少
、
労
働
力
減
少
に
よ
る
農
業
生

産
・
経
済
力
の
低
下
。

 
・

19
30

年
代
か
ら
の
家
族
政
策
の
推
進
、
家

族
手
当
制
度
の
創
設
・
拡
充
、
年
次
有
給

休
暇
制
度
の
創
設
、
労
働
時
間
短
縮
の
推

進
。

 
・

19
60

年
代
か
ら
の
新
た
な
家
族
形
態
に
対

す
る
法
的
保
護
の
創
設

 
 

 *
 新

た
な
家
族
形
態
に
関
し
て
は
、
民
事

連
帯
規
約
（

PA
CS

）
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。

 

・
19

97
年
以
降
、
政
府
主
導
の
「
家
族
に

や
さ
し
い
政
策
」

 
・
背
景
：
①

EU
指
令
の
国
内
法
化
と
い
う

課
題

、
②

社
会

的
包

摂
（

so
cia

l 
in

clu
sio

n）
概
念
の
影
響
（
個
人
が
労

働
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
原
因
の
一

つ
に
家
族
等
に
か
か
る
責
任
が
あ
る

と
し
て
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
）。

・
特
徴
：
上
記
背
景
に
掲
げ
た
こ
と
に
加
え
、

 
 
①
家
族
的
責
任
に
か
か
る
「
家
族
」
概

念
の
拡
大
、
も
っ
と
も
、
②
政
策
の
根

拠
付
け
に
少
子
化
対
策
が
挙
げ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
政
府
は
不
介
入
の
ス
タ
ン

ス
、
ま
た
、
③
貧
困
対
策
の
色
彩
が
濃

い
。

 

・
政
府
主
導
の
積
極
的
推
進
は
行
わ
れ

て
い
な
い
（
も
っ
と
も
、
仕
事
と
家

庭
の
両
立
支
援
が
労
働
生
産
性
等
に

良
い
影
響
与
え
る
と
の
認
識
か
ら
、

連
邦
議
会
に
お
い
て
国
と
し
て
適
切

な
措
置
を
取
る
よ
う
求
め
る
決
議
が

採
択
さ
れ
て
い
る
。）
。
む
し
ろ
、
企

業
等
民
間
が
中
心
的
役
割
果
た
す
。

 
・
家
族
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
政
策
に

関
し
て
は
、
労
働
条
件
規
制
（
労
働

時
間
、

賃
、
休
暇
）
面
と
と
も
に
、

社
会
保
障
（
医
療
、
経
済
的
支
援
）

に
お
い
て
も
貧
弱
で
あ
り
、
低
賃

金
・
貧
困
層
対
策
の
色
合
い
が
濃
い
。 

・
他
方
、
差
別
禁
止
法
制
が
雇
用
関
係

を
強
力
に
規
制
し
て
お
り
、
こ
れ
と

の
関
連
で
、
一
応
男
女
に
中
立
な
育

児
等
休
業
制
度
が
連
邦
レ
ベ
ル
で
制

定
さ
れ
て
い
る
。

 
（
注
）
本
表
は
、
各
参
集
者
が
執
筆
し
た
各
国
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
事
務
局
（
池
添
）
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。「

---
--」

 は
、
依
然
調
査
中
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
な
お
、
本
表
は
、
中
間
報
告
書
掲
載
の
概
要
表
を
簡
略
化
し

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
各
国
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
書
掲
記
の
概
要
表
及
び
各
国
記
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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